別紙１
川場村教育プロモーション動画制作業務仕様書

[bookmark: _Hlk224810496]この仕様書は、川場村が実施する川場村教育プロモーション動画制作業務に関して、川場村が事業者(以下「受託者」という。)に対し委託する業務の概要や仕様を明らかにし、具体的な指針を示すものである。

１．業務名
川場村教育プロモーション動画制作業務(以下「本業務」という。)

[bookmark: _Hlk165535062]２．業務目的
[bookmark: _Hlk105059782]本業務は、移住促進施策の一環として、移住を検討する子育て世代に向け、川場村が150年以上にわたり地域全体で大切に育んできた教育の理念や取組を広く発信することを目的として実施するものである。
川場村では、先人たちが掲げた「教育は百年の計であり、村の発展と平和の礎は、青少年の教育による人づくりしかない」という信念のもと、地域ぐるみで子どもを育てる風土を築いてきた。
現在は、この理念を基盤として「川場村ふるさと人材（グローカル人材）育成構想」に基づく教育を推進しており、地域への愛着を持ちながら世界で活躍できる人材の育成を目指している。
また、本村では「うちの子もよその子どもも川場の子 川場の子どもは川場の宝 だからみんなで育てましょう」という合言葉に象徴されるように、地域住民が主体となって子どもたちの成長を支える環境が形成されている。
令和７年度には義務教育学校「川場学園」が開校し、これまでの教育の歩みと理念を未来へつなぐ新たな教育拠点が整備された。
本業務では、単なる学校施設の紹介にとどまらず、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを育てる川場村ならではの教育環境を映像として表現し、移住を検討する子育て世代に対して「この村なら安心して子どもを育てられる」と感じてもらう契機を創出することを目的とする。
併せて、本動画を通じて村民が教育の歴史と価値を再認識し、地域の誇りと未来への希望を共有する機会とする。また、子どもを持たない移住希望者においても、本村の教育や地域づくりに関わる担い手の一員として参画できる地域であることを伝え、将来的な定住や子育てへの意識醸成を図るものとする。

３．動画制作の基本方針
　　本動画は、一般的な移住プロモーション動画ではなく、本村の教育を主軸とした教育プロモーション動画として制作するものとする。自然環境や生活環境を幅広く紹介する従来型の移住ＰＲとは異なり、本村が長年にわたり大切にしてきた教育理念や、学校・家庭・地域が連携した子育て環境を中心に構成するものとする。
これにより、移住を検討する子育て世代に対し、本村における教育の特徴や魅力を具体的かつ効果的に伝えるとともに、本村での子育てや地域との関わりをイメージできる内容とすることを基本方針とする。

４．契約期間
　　契約締結日から令和９年３月24日

５．委託金額
　　上限額5,040,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
※金額は本業務の内容の実施に係るすべての経費を含む。

６．委託業務の内容
（1） 基本的な考え方
本業務の実施にあたっては、受託者は民間事業者としての知識、経験及び技術力を活かし、動画の企画立案から構成、台本作成、演出、スケジュール調整、撮影、編集及び収録等の制作業務、並びに村公式YouTubeチャンネル及び村公式移住特設サイトでの動画配信及び実績報告に至るまで、本業務の実施に必要な一切の業務を行うものとする。
また、本業務の実施に必要な経費は、すべて本業務の委託料に含むものとし、業務と直接関係のない経費（会合費や飲食費等を含む。）は対象外とする。
なお、学校教育に関する事項や、学校及び教育関係者との調整、授業や教育活動等の撮影に係る対応については、所管する川場村教育委員会事務局と協議の上、実施するものとする。
また、受託者決定後は、むらづくり振興課、教育委員会及び受託者の三者による初回打合せを実施し、本業務の方向性や進め方等について協議の上、決定し、認識の共有を図るものとする。
（2） 動画の内容について
本事業における教育プロモーション動画は、移住を検討する子育て世代に対し、川場村における「地域ぐるみで子どもを育てる風土」を主軸として、教育環境の魅力及びその具体的な取組を効果的に伝えることを目的として制作するものとする。
また、子どもを持たない移住希望者においても、地域の一員として子どもたちの成長を支える関わり方を具体的にイメージできる内容とする。
動画の内容は、本村の教育の特長を次に掲げる３つの視点から整理し、それぞれが相互に関連しながら、前述の風土を基盤とした教育の全体像を伝える構成とする。
・長年にわたり継承されてきた教育の理念及び取組
・学校・家庭・地域が連携した子育て環境
・グローカル人材の育成に資する教育実践
また、動画は以下の①及び②の２部構成を基本とする。なお、①は主に「長年にわたり継承されてきた教育の理念及び取組」を中心に構成し、②は「学校、家庭及び地域が連携した子育て環境」及び「グローカル人材の育成に資する教育実践」を中心に構成するものとする。 
1 川場村全体の紹介及び教育の歩み（全体の２～３割程度）
村の四季の風景や世田谷区との交流、農業と観光が調和した地域の姿など、川場村の特徴を簡潔に紹介するとともに、大正期から義務教育学校「川場学園」開校に至るまでの教育の歩みに焦点を当て、本村の教育の歴史と理念を伝える。
【主な撮影対象・映像素材（予定）】
・川場学園開校までの写真や資料　　　・開校に関わった関係者へのインタビュー
・川場村教育のあゆみに関する資料
・世田谷区との交流に関する資料　　　・農業や観光に関する資料映像
2 現在の川場村の教育と地域との関わり（全体の７～８割）
現在の学校生活の様子や授業風景に加え、地域住民が関わる教育活動や地域連携の取組を中心に紹介し、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを育てる教育環境を表現する。
また、「川場村ふるさと人材（グローカル人材）育成構想」に基づく人づくりの取組や英語教育、国際交流事業等を通じて、地域に根ざしながら世界で活躍できる人材の育成と、その先にある未来の姿を描き出す。
[bookmark: _Hlk224649973]【主な撮影対象・映像素材（予定）】※事業内容の詳細は、川場村の取組について（別紙２）を参照
■地域ボランティア　川場村子ども応援隊「スマイル」
・登校見守り活動　　・調理実習補助等の授業支援
■学校・家庭・地域連携協力推進事業
・月曜遊び場　　・火曜えいごあそび場　　・水曜学び場　　・川場未来塾
■教育委員会事業
・Englishキャンプ（川場村国際交流事業）　　・川場村国際交流（ホームステイ）　　・おもいっきり探検隊
■川場学園の学校生活
・学校給食　　・異学年交流　　・弟子入り教室　　・田植え祭・抜き穂祭
・チャレンジウィーク　　・防火線の手入れ　等

映像素材については、可能な限り受託者において撮影を行うものとする。ただし、川場村国際交流事業等について撮影同行ができない場合は、事前に村と協議の上、村が撮影した映像又は既存資料を使用することもできるものとする。
（3） 動画の構成について
本業務において制作する教育プロモーション動画は、本村の教育に関して関心度の高い移住希望者に対し、より具体的な内容を伝えることを目的として、長尺動画による制作を基本とするものとする。
一方で、予算の範囲内において、移住を検討する幅広い層への認知向上及び理解促進を図るため、長尺動画を基本としつつ、ダイジェスト版やテーマ別動画等の制作についても提案を求めるものとする。
このため、提案書においては、制作する動画の構成及び本数について提案するものとする
（4） 動画の編集について
撮影した映像の加工、編集、音楽、ナレーション、テロップの挿入等の編集作業を行うこと。また、動画の完成までに、本村による複数回の内容確認及び修正等の指示を受けるものとする。なお、動画の規格は、16：9とし、フルハイビジョン（1920×1080）映像とする。
（5） 動画配信について
制作した動画は、川場村が運営する「川場村チャンネル【公式】」で配信するほか、川場村移住特設サイト「カワバックかわば」において常時配信を行うものとする。
（6） 動画制作の実績報告について
本業務の実施概要、実績、効果等を含む業務実績報告書を作成し提出すること。また、本業務の結果を踏まえ、今後の移住施策に関する効果向上に資する提案を行うこと。
（7） 動画活用に関する提案について
受託者は、本動画の制作にあたり、移住検討者への効果的な情報発信及び認知度向上を図るため、YouTube、SNS、ホームページ等での活用方法を踏まえた動画構成や展開方法について提案するものとする。
また、長尺動画の制作に加え、ダイジェスト版やテーマ別動画、SNS向け短尺動画等の制作についても、効果的な活用方法を含めて提案すること。
（8） 自由提案について
委託金額の範囲内において、移住施策における本村のイメージ向上や認知度向上につながる独自の企画等があれば提案すること。

７．実施体制
　　本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することが可能な体制を整備すること。

８．成果品
本業務における成果品は、次のとおりとする。
・業務実績報告書　紙媒体及び電子媒体（DVD-ROM等）
・作成した動画データ等を収めた電子媒体（DVD-ROM等）
1 DVDディスク　５枚（盤面印刷を含む。コピー可能なものとする。）
②　Blu-rayディスク　５枚（盤面印刷を含む。コピー可能なものとする。）
③　配信用データYouTube及び村のホームページ等で再生可能な形式とする。（WMV、MPEG4、MOV等）
④　動画制作に使用した写真及び各シーンの静止画データ　DVD　１枚（コピー可能なもの）

９．納品場所
　　川場村役場むらづくり振興課企画観光係
　　〒378－0101　群馬県利根郡川場村大字谷地3200　TEL：0278－52－2111（代表）

10．留意事項
1 本業務の実施に当たっては、企画検討及び撮影調整等のため、必要に応じて村との対面による打合せを実施するものとする。なお、撮影期間中は現地での調整が随時発生することが想定されるため、受託者は迅速に対応できる体制を確保すること。
2 本業務は、原則として、業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事前に書面にて報告し、本村の承諾を得たときは、この限りではない。
3 受託者の瑕疵担保責任期間は契約満了日から１年とし、成果物に不具合等が発覚した場合は速やかに無償で是正すること。
4 受託者は、本業務の実施に当たって知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。これは本業務が終了した後も同様とすること。
5 受託者は、本業務により何らかのトラブルが生じた場合、受託者の責任において処理するものとすること。
6 本業務により制作された動画、映像素材、写真、ナレーション、音声データ、編集データその他の成果物に係る著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）は、すべて川場村に帰属するものとする。
また、受託者は、川場村及び川場村が指定する者に対し、当該成果物について著作者人格権を行使しないものとする。なお、川場村は、当該成果物を本業務の目的に限らず、広報、PR、ホームページ、SNS、イベント等において自由に使用、編集、複製及び二次利用できるものとする。　
7  受託者は、本業務により撮影又は作成した映像データ、写真データ、編集用データその他の素材について、川場村が二次利用できる形式で納品するものとする。
8 受託者は、本業務の実施にあたり、児童生徒及び関係者の個人情報の保護に十分配慮するとともに、撮影及び映像使用にあたって必要となる同意取得等について適切に対応するものとする。

11．その他
　　本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定すること。
　
【問合せ先】
[bookmark: _Hlk165535118]　川場村役場　むらづくり振興課（企画観光係）
　〒378－0101　群馬県利根郡川場村大字谷地3200
　電話番号：0278－52－2111（代表）
　FAX：0278－52－2333
　メールアドレス：kankou＠vill.kawaba.gunma.jp

